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告    示 

 
那覇市告示第９５号  

平成２１年９月８日  

掲 示 済  

 
個人情報業務届出書の公表について（総務課） 

 
那覇市個人情報保護条例第７条及び同施行規則第２条の規定に基づき、個人情報

業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 
 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市告示第９９号  

平成２１年９月１７日  

掲 示 済  

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理室） 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、本告示の日をも

って市道路線を次のように区域変更及び供用開始をする。 

その関係図面は、告示の日から２週間那覇市建設管理部道路管理室において、一

般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

区域変更をする路線 

整理 

番号 
路線名 

新

旧 
区 間 延長m 幅員m 備考

新 
首里久場川2丁目18番10号～

首里久場川2丁目96番 18号 
109.3 

10.0～ 

13.4 
 

69 
久場川 

団地線 
旧 

首里久場川2丁目18番10号～

首里久場川2丁目96番 18号 
109.3 

9.3～ 

11.3 
 

 

 

供用開始をする路線 

整理 

番号 
路線名 区 間 供用開始の期日 

69 久場川団地線 
首里久場川2丁目18番 10号～ 

首里久場川2丁目96番 18号 
告示の日 
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公    告 
 

那覇市公告第１０１号  

平成２１年９月１８日  

掲 示 済  

 

那覇市役所本庁舎の一時移転について（新庁舎建設室） 
 

那覇市役所本庁舎移転及び事務室配置検討委員会において、平成２０年３月３１

日に決議された那覇市本庁舎仮移転計画書に基づき、那覇市役所本庁舎は、新庁舎

建設に伴い、仮庁舎に一時移転するため、那覇市役所仮庁舎に関し、次のとおり公

告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 住所  那覇市上之屋１丁目２番１号 

２ 移転日  平成２１年９月２４日 

３ 業務開始日時  平成２１年９月２４日 午前８時３０分 

 

 

 

 

那覇市公告第１０４号  

平成２１年９月２８日  

掲 示 済  

 

那覇市緑化センター指定管理者の指定申請について（花とみどり課） 
 

平成２２年度以降の那覇市緑化センターの管理を行う法人その他の団体を那覇市

緑化センター条例第１５条により指定管理者の指定を行うため、次のとおり募集し

ます。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 名称及び位置 

名称 那覇市緑化センター（以下「緑化センター」という。） 

位置 那覇市おもろまち３丁目２番1号（新都心公園内） 

 

２ 管理の基準及び業務の範囲 

緑化センタ－指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日（３年間） 
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４ 応募資格 

（１）緑化センタ－の管理運営を円滑かつ安定して実施できる那覇市内に主たる事

務所を有する法人その他の団体（法人格は必ずしも必要ではありません）と

します。但し、個人の応募は不可とします。 

（２）造園施工管理技士、造園技能士、樹木医のいずれかの資格を有する者又は同

等の知識や経験を有する者が２人以上いること。 

（３）市税の滞納がないこと。（直近３カ年） 

（４）役員に破産者及び禁固以上の刑に処されている者がいないこと。 

（５）会社更生法及び民事再生法等による手続きをしてないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律（平成3年法律第77号）

第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでな

いこと。 

（７）自主事業に関し、法令の資格要件等や知識を有すること。 

 

５ 那覇市緑化センタ－指定管理者指定申請の方法 

（１）那覇市緑化センタ－指定管理者指定申請書、募集要項等の配布及び場所 

那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎３階 

那覇市建設管理部 花とみどり課 

 

（２）提出書類 

応募を希望する団体は、次の書類（正本１部、副本８部）及び電子デ－タ（各

証明書を除く）を提出してください。申請に際して必要となる費用は全て応

募者の負担とし、提出された書類や資料は返却しません。なお、提出された

書類は、那覇市情報公開条例の規定に基づく情報公開の対象となることがあ

ります。 

①那覇市緑化センタ－指定管理者指定申請書（第7号様式） 

②定款又は寄附行為（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

③法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書 

④役員の名簿及び履歴書 

⑤組織及び運営に関する事項を記載した書類 

⑥指定申請の属する事業年度の前事業年度（平成２０年度）における期末の

財産目録及び収支決算書 

⑦指定申請の日の属する事業年度（平成２１年度）における事業計画書及び

収支予算 

⑧指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の緑化センター管理に係る

事業計画書及び収支予算書。なお、下記事項についても標記すること。 

ア 自主事業計画書及び収支予算書 

イ 緑化センタ－利用料金に係る収支予算書 

ウ 緑化センタ－の年間利用に係る施策（講座・講習・四季行事等） 

⑨納税証明書 

ア 法人の場合は、直近３カ年の市税の納税証明書。設立１年未満の場

合は、代表者の直近３カ年の市税の納税証明書。 

イ その他団体の場合は、代表者の直近３カ年の市税の証明書 

⑩ その他市長が認める書類 
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（３）視察及び説明会の開催 

説明会・視察日時 平成２１年１０月８日（木）午後２時～４時 

視察日時     平成２１年１０月１５日（木）午後３時～５時 

説明・視察場所  那覇市緑化センタ－（新都心公園内） 

 

（４）募集要項等の配布期間 

平成２１年１０月１日（木）～１０月３０日（金）まで 

午前９時～午後５時まで（正午～午後１時の間、土曜日、日曜日及び祝日は

除く） 

（５）募集要項等に関する質問の受付 

平成２１年１０月１日（木）～１０月３０日（金）まで 

※Ｆａｘ又はＥmailにより提出 

 

（６）質問者への回答 

質問に対する回答は、平成２１年１１月１０日に（火）Ｆａｘ又はＥmailで

応募者全員に一括して回答する。必要があれば説明会を開催する。 

 

（７）応募期間（申請書類の受付期間） 

平成２１年１１月１６日（月）～１１月２７日（金）まで 

ただし、午前９時から午後５時まで（正午～午後１時の間、土曜日、日曜日

及び祝日は除く） 

 

（８）提出方法 

那覇市緑化センタ－指定管理者指定申請書（第７号様式）のほか、必要書類

等を花とみどり課へご持参ください。（郵送、Ｆａｘによる提出はできませ

ん。） 

 

６ 問い合わせ先 

〒９００-０００４ 

那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎３階 

那覇市建設管理部 花とみどり課（比嘉、金城） 

Ｔel  ０９８－９５１－３２２５（内線８２０６） 

Ｆax  ０９８－９５１－３２２６ 

Ｅmail ｂ-park001＠neo.city.naha.okinawa.jp 
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那覇市公告第１０５号  

平成２１年９月２８日  

掲 示 済  

 

住民票の職権消除の公示について（市民課） 
 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第４項の規定により公

示する。 

※ただし、職権消除対象者名は省略する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

 

 

 

上下水道局告示 

 
那覇市上下水道局告示第１４号  

平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について（給排水設備課） 
 

那覇市下水道条例第１６条第２項の規定に基づき、次のとおり異動があるので告

示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

指定（登録）番号  第１９０号 

指定工事店名    マルヰ産業 株式会社 

営業所所在地    那覇市曙２丁目２５番２４号 

代表者名      田村 正一 

指定の有効期間   平成１９年４月１日 

平成２４年３月３１日 

異動年月日     平成２１年８月７日 

異動事由      代表者の変更 
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指定（登録）番号  第１１５号 

指定工事店名    株式会社 金吉設備工業 

営業所所在地    那覇市字宇栄原６６９番地 

代表者名      具志 清 

指定の有効期間   平成１８年４月１日 

平成２３年３月３１日 

異動年月日     平成２１年９月１日 

異動事由      代表者・所在地の変更 

 

 

 

 

那覇市上下水道局告示第１５号  

平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について（給排水設備課） 
 

那覇市下水道条例第１１条の規定に基づき、次のとおり新規指定があったので告示

する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

新規指定 

 

指定（登録）番号  第４２１号 

指定工事店名    有限会社 協築 

営業所所在地    沖縄市美原１丁目１８番２２号 

代表者名      東江 康共 

有効期間      自 平成２１年８月２１日 

至 平成２６年３月３１日 

 

指定（登録）番号  第４２２号 

指定工事店名    凜設備工業 

営業所所在地    那覇市字真地２６７番地８ 

代表者名      宇榮原 忠雄 

有効期間      自 平成２１年８月２７日 

至 平成２６年３月３１日 
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那覇市上下水道局告示第１６号  

平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ ５ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について（給排水設備課） 
 

那覇市下水道条例第１１条の規定に基づき、次のとおり新規指定があったので告

示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

新規指定 

 

指定（登録）番号  第４２３号 

指定工事店名    金秀工業 

営業所所在地    中頭郡北中城村字和仁屋２６１番地９ 

代表者名      金城 秀信 

有効期間      自 平成２１年９月１０日 

至 平成２６年３月３１日 

 

 

 

 

那覇市上下水道局告示第１７号  

平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ ５ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について（給排水設備課） 
 

那覇市下水道条例第１６条第２項の規定に基づき、次のとおり異動があるので告示

する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

指定（登録）番号  第２０３号 

指定工事店名    株式会社 東邦 

営業所所在地    那覇市港町２丁目１６番７号 

代表者名      照喜名 智 

指定の有効期間   平成１９年４月１日 

平成２４年３月３１日 
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異動年月日     平成２１年９月８日 

異動事由      代表者の変更 

 

 

指定（登録）番号  第２号 

指定工事店名    合資会社 明光電気 

営業所所在地    那覇市壷川１丁目１２番地３ 

代表者名      仲村 彰 

指定の有効期間   平成１９年４月１日 

平成２４年３月３１日 

異動年月日     平成２１年９月８日 

異動事由      代表者の変更 

 

 

 

 

那覇市上下水道局告示第１８号  

平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ ６ 日  

掲 示 済  

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について（給排水設備課） 
 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条第１項の規定に基づき、

別紙のとおり告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長 松 本  親 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加 

登録 

番号 
事業者 事業所の所在地 代表者 指定年月日 

平成２1年 
３７７ （有）協築 沖縄市美原1丁目18番22号

 

東江 康共 
８月１７日 

平成２1年 
３７９ 凜設備工業 那覇市字真地267番地8 宇榮原忠雄 

８月２１日 
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教育委員会規則 
 

那覇市教育委員会規則第１５号  

平 成 ２ １ 年 ８ 月 ２ ０ 日  

公 布 済  

 

那覇市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

那覇市教育委員会     

委員長 西 原 篤 一  
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那覇市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則（教育委員会総務

課） 
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那覇市教育委員会規則第１６号  

平 成 ２ １ 年 ９ 月 ２ ９ 日  

公 布 済  

 

那覇市教育委員会臨時職員の身分取扱いに関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

那覇市教育委員会     

委員長 西 原 篤 一  
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那覇市教育委員会臨時職員の身分取扱いに関する規則の一部を改正する規則（教育

委員会総務課） 
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